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(57)【要約】
【課題】予め拡径保持されたクランプを正確な位置でホ
ースに仮止めしたクランプ保持構造において、ホース及
びクランプの形状を単純化するとともに、ホースの成形
を容易とする。
【解決手段】筒部30とフランジ部31とからなる口元部材
３をホース１に挿入し、フランジ部31からホースの後方
に向かって突出する突起部32をクランプ２に形成された
係合部と係合させることでクランプ２のホース１に対す
る相対移動を規制した。
　突起部32はアンダーカットとならず、口元部材３及び
ホース１を容易に成形できる。またクランプ２の係合部
は、周方向に平行に形成することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホースと、筒部と該筒部の一端に形成されたフランジ部とからなり該筒部が該ホースの
先端開口に挿入された口元部材と、該ホースの先端部外周に形成されたリング状のクラン
プ溝に拡径状態で仮止め保持されたリング状のクランプと、からなり、
　該口元部材の該フランジ部には該ホースの後方に向かって突出する突起部が一体に形成
され、
　該突起部が該クランプに形成された係合部と係合することで該クランプの該ホースに対
する相対移動が規制されたことを特徴とするクランプ保持構造。
【請求項２】
　前記クランプは両端が開放端部であるリング状部と、リング状部を縮径及び拡径させる
縮拡径手段を備え、該縮拡径手段が前記係合部を兼ねる請求項１に記載のクランプ保持構
造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のエアクリーナホースなどのホースを相手部品に挿通し、クランプに
て相手部材に固定する際に、予め拡径保持されたクランプを正確な位置でホースに仮止め
しておく場合に用いられるクランプ保持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の組付工程において、エアクリーナホースをエアクリーナに固定する場合には、
以下のような工程が採用されている。すなわち、予め拡径保持されたクランプをホースの
先端のクランプ溝位置に仮止めし、そのホース先端を車体に既に組付固定されたエアクリ
ーナから突出するパイプに挿通し、その後クランプを縮径させることでホースがパイプに
締結される。
【０００３】
　クランプとしては、特開2006－234022号公報に記載のような操作ネジによって縮径され
るもの、あるいは特開平08－082393号公報に記載のような自身のバネ弾性によって縮径さ
れるもの、などが知られている。前者のクランプを用いる場合には、操作ネジを緩めて拡
径されたクランプ本体をホースに仮止めしておき、ホースをパイプに挿通後に操作ネジを
締めることでクランプ本体を縮径することでホースがパイプに締結される。後者のクラン
プの場合には、クランプ本体をそのバネ弾性に抗して拡径し、その両開放端部をクランプ
と一体の固定部で拘止して拡径保持した状態でホースに仮止めし、ホースをパイプに挿通
後にペンチなどで固定部の拘止を解除することでクランプ本体が縮径されホースがパイプ
に締結される。
【０００４】
　ところでエアクリーナから突出するパイプの位置は、エンジンルーム内の各種部品の配
置状況によって異なり、その配置状況によってはホースを締結する際にクランプの縮径作
業が行いにくい場合がある。そのため、クランプを予め拡径保持した状態でホースに仮止
めし、パイプに挿通後に縮径させる場合において、クランプに形成されている縮径手段を
操作し易い位置に位置決めしておく必要がある。またエアクリーナホースなどは、予め所
定の曲折形状に成形され、パイプに挿通する際にはエンジンルーム内で所定位置に配置さ
れるように先端位置を決める必要がある。したがってクランプをホース先端に仮止めする
にあたっては、ホースの先端部に対する縮径手段の周方向位置を決めた状態で仮止めしな
ければならない。
【０００５】
　そこで例えば特開2006－234022号公報には、クランプ本体から突出する係合突出部をホ
ースに形成された係合凹部に収容することが記載されている。係合突出部と係合凹部との
係合によって、ホースの先端部に対する操作ネジの周方向位置を位置決めした状態で、ク
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ランプをホースに仮止めすることができる。
【０００６】
　また特開平08－082393号公報には、固定部材の幅方向両側に突出形成された突起を、ホ
ースのクランプ溝に形成された一対の凹部に係合させることが記載されている。突起と凹
部との係合によって、ホースの先端部に対する固定部材の周方向位置を位置決めした状態
で、クランプをホースに仮止めすることができる。
【特許文献１】特開2006－234022号公報
【特許文献２】特開平08－082393号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが上記した公報に記載の技術においては、ホースとクランプとを凹凸係合させる
ことでクランプの位置決めを行うものであるため、ホースとクランプに凹部と凸部とをそ
れぞれ形成しなければならず、構造が複雑となるという問題があった。また凹部又は凸部
がアンダーカットとなるために、ホース成形用の金型構造が複雑になる場合もある。
【０００８】
　さらにクランプに、幅方向に突出する係合突出部あるいは突起が形成されている場合に
は、組付時に係合突出部あるいは突起がホースあるいはパイプと接触し、ホースや相手部
材に傷付きが生じる恐れもある。
【０００９】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、ホース及びクランプの形状を単純化す
るとともに、ホースの成形を容易とすることを解決すべき課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決する本発明のクランプ保持構造の特徴は、ホースと、筒部と筒部の一端
に形成されたフランジ部とからなり筒部がホースの先端開口に挿入された口元部材と、ホ
ースの先端部外周に形成されたリング状のクランプ溝に拡径状態で仮止め保持されたリン
グ状のクランプと、からなり、
　口元部材のフランジ部にはホースの後方に向かって突出する突起部が一体に形成され、
　突起部がクランプに形成された係合部と係合することでクランプのホースに対する相対
移動が規制されたことにある。
【００１１】
　クランプは両端が開放端部であるリング状部と、リング状部を縮径及び拡径させる縮拡
径手段を備え、縮拡径手段が係合部を兼ねることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のクランプ保持構造によれば、口元部材のフランジ部に一体形成された突起部を
クランプに形成された係合部に係合させることで、クランプのホースに対する相対移動が
規制されるとともに、口元部材のホースからの脱落が防止されている。突起部は、ホース
の後方に向かって突出するものであり、筒部方向へ向かって突出するものであるので、口
元部材の脱型時にアンダーカットとなることがない。したがって突起部をもつ口元部材は
、単純な金型構造で容易に成形することができる。
【００１３】
　そしてホースには、凹部あるいは凸部などのクランプと係合する部位を形成する必要が
ない。したがってホース及び口元部材は安価に製造することができる。
【００１４】
　またクランプの係合部は、口元部材から後方へ突出する突起部が係合するものであるの
で、クランプの周方向に平行に形成することができ、係合部がクランプの幅方向に突出す
るような形状とはならない。そのため組付け時などに、係合部によってホースあるいは相
手部材に傷付きが生じるのを防止することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　ホースは、ゴムあるいは熱可塑性エラストマなどの弾性体から形成することができる。
その先端部外周には、クランプが配置されるリング状のクランプ溝が形成されている。
【００１６】
　口元部材は、筒部と筒部の一端に形成されたフランジ部とからなり、耐熱ゴムなどの弾
性体から型成形によって製造することができる。筒部がホースの先端開口に挿入され、フ
ランジ部がホースの開口端面を覆うことで、ホースの開口端部の耐熱性などが向上する効
果が得られる場合がある。
【００１７】
　クランプは鋼などの金属あるいは硬質樹脂から形成されたものであり、ホースの外周に
沿って配置されるリング形状のリング状部と、口元部材の突起部と係合する係合部とを備
えている。
【００１８】
　口元部材のフランジ部には、ホースの後方に向かって突出する突起部が一体に形成され
ている。この口元部材の突起部がクランプの係合部に係合することで、クランプのホース
に対する相対移動が規制される。突起部は、ホースの後方に向かって突出するものであり
、クランプの係合部に係合可能であれば、その傾斜角度は特に制限されない。突起部をそ
のまま係合部に係合させてもよいし、突起部を弾性変形させた状態で係合部に係合させる
こともできる。
【００１９】
　突起部と係合部との係合形態は、種々の形態を採用することができる。例えばクランプ
に、リング状部から径方向外方に突出する脚部と、脚部の先端からリング状部の周方向に
延びる板状部とからなる断面略Ｌ字状の係合部を形成すれば、板状部とリング状部との間
に形成された空間に突起部を挿通することで、クランプのホースに対する相対移動を規制
することができる。あるいはクランプから径方向に突出する凸部を周方向に間隔を隔てて
２個形成し、その２個の凸部の間に口元部材の突起部を係合させることでクランプのホー
スに対する相対移動を規制してもよい。また逆に、口元部材にフランジ部の周方向に間隔
を隔てて２個の突起部を形成し、クランプに形成された１個の係合部を２個の突起部の間
に係合させることもできる。
【００２０】
　クランプのリング状部は、一般に両端が開放された開放端部をもち、縮拡径手段が備え
られているのが一般的である。またクランプに係合部を特別に形成する場合には、クラン
プの製造工数が増大してコストアップとなるという問題がある。そこで、縮拡径手段が係
合部を兼ねるようにすることが好ましい。
【００２１】
　例えば縮拡径手段が特許文献１に記載のような操作ネジである場合には、操作ネジの一
部が係合部を兼ねるようにすることが望ましい。また縮拡径手段が特許文献２に記載のよ
うなクランプ自身のバネ弾性である場合には、クランプは、締結前の状態でリング状部の
両開放端部を拘止して拡径保持する固定部を備えているので、この固定部が係合部を兼ね
ることが望ましい。
【００２２】
　なお、突起部をさらに曲折変形させて係合部と係合させることで、突起部が自身の弾性
反力によって係合部を押圧することが好ましい。このようにすることで、摩擦抵抗によっ
てクランプをさらに確実に保持することができ、ホースに対するクランプの相対移動をさ
らに防止することができる。
【実施例】
【００２３】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
【００２４】
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　（実施例１）
　図２に本実施例のクランプ保持構造の部品構成を示し、図１に本実施例のクランプ保持
構造の斜視図を示す。この保持構造は、ゴム製のホース１と、鋼製のクランプ２と、耐熱
ゴム製の口元部材３と、からなる。
【００２５】
　ホース１は、先端に外周表面を１周するリング状のクランプ溝10が形成されている。ま
た先端開口の端面の一部には、凹部11が形成されている。
【００２６】
　クランプ２は、鋼製の帯状材料を所定寸法に切断し、リング状に成形されてなるリング
状部20を有している。リング状部20の一方の開放端部を含む所定長さ部分は、幅方向の両
端部分が除去された小幅部2aとされ、他方の開放端部を含む所定長さ部分は、中央部分が
除去された長孔2bを有する輪部2cをなしている。輪部2cの先端は径方向外方へ曲折され、
輪部2cの先端から長孔2bと略平行に延びる断面略Ｌ字形状の舌部2dが形成されている。ま
た小幅部2aの先端は輪部2cと交差するように長孔2b内へ挿通され、さらに径方向外方へ曲
折されている。曲折された小幅部2aの先端には係合孔2eが形成され、係合孔2eには舌部2d
が挿通されている。
【００２７】
　図３に拡大して示すように、舌部2dには側面から幅方向内側へ向かう一対の切り欠きに
よって形成された首部2fが形成されている。また係合孔2eの側壁からは、係合孔2eに向か
って突出する一対の凸部2gが形成されている。そして首部2fが凸部2gに係合することで、
リング状部20は縮径方向の付勢力を蓄えた拡径状態で拡径保持されている。そしてペンチ
などで舌部2dと小幅部2aの先端とが互いに近接するように挟むと、首部2fと凸部2gとの係
合が外れ、小幅部2aの先端が長孔2b内へ向かって前進することでリング状部20が縮径する
。
【００２８】
　口元部材３は、ホース１の先端開口の内径にほぼ等しい外径をもつ筒部30と、筒部30の
一端から鍔状に径方向へ突出する板状のフランジ部31と、フランジ部31の先端の一部から
筒部30側へ向かって傾斜して突出する突起部32とを備えている。またフランジ部31の筒部
30側表面の一部には、ホース１の凹部11と係合可能な凸部33が形成されている。
【００２９】
　この口元部材３は、図４に示すように、上型 100及び下型 200によって成形される。突
起部32を形成するキャビティ 101は、凸部33を形成する図示しないキャビティと共に型割
り方向に干渉しないように延びているので、突起部32及び凸部33がアンダーカットになる
ことがなく、口元部材３は成形が容易である。
【００３０】
　先ず、上記のように拡径保持されたクランプ２がその状態でホース１に挿通され、リン
グ状部20をクランプ溝10の位置とする。次いで口元部材３は筒部30がホース１の先端開口
に挿入され、フランジ部31の凸部33がホース１の凹部11と係合することで、ホース１に対
する突起部32の周方向の位置が決められる。
【００３１】
　そしてリング状部20の両開放端部を突起部32の位置に合わせ、突起部32を弾性変形させ
ながら舌部2dの先端部から輪部2cの長孔2bに沿う部分の表面と舌部2dの裏面との間に形成
されている空間に挿入する。その状態の断面図を図５及び図６に示す。突起部32の側面が
小幅部2aの先端に当接し、これによりクランプ２は周方向の相対移動が規制され、その位
置で位置決め保持されている。また突起部32が舌部2dの裏面に弾接していることで、摩擦
抵抗によって口元部材３のホース１からの脱落も防止されている。
【００３２】
　このようにクランプ２と口元部材３が仮止めされたホース１は、エアクリーナから突出
するパイプに口元部材３から挿通され、ペンチなどで小幅部2aの先端と舌部2dを挟んで、
首部2fと凸部2gとの係合を解除することでクランプ２を縮径させてホース１及び口元部材
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決められて作業し易い位置にあるため、作業者の負担が軽減されるとともに、締結を確実
に行うことができる。
【００３３】
　（実施例２）
　上記実施例では、輪部2cと舌部2dとの間に形成されている空間に突起部32を係合させた
が、本実施例では図７に示すように、リング状部20の両開放端部から離れた位置に、リン
グ状部20を略コ字状に切り抜いて曲折させ、径方向外方に突出する脚部21と、脚部21の先
端から周方向に延びる板状部22と、からなる断面略Ｌ字形状の係合部を形成している。そ
して脚部21及び板状部22が突起部32に対向するようにクランプ２を位置させ、板状部22と
リング状部20との間の空間に突起部32を係合させることでクランプ２を仮止めする。
【００３４】
　本実施例のクランプ保持構造では、クランプ２の縮径時においても突起部32を曲折状態
で板状部22とリング状部20との間の空間に保持することができる。したがって弾性反力に
よって突起部32が立ち上がることがないので、周辺部品との干渉などの不具合を防止する
ことができる。
【００３５】
　（実施例３）
　本実施例では、図８に示すように、口元部材３の突起部32をフランジ部31の周方向に間
隔を隔てて２個一対形成している。本実施例の場合には、一対の突起部32が輪部2cの先端
と舌部2dの先端とに当接することで、クランプ２の周方向の相対移動が規制される。
【００３６】
　したがって本実施例の場合には、突起部32を弾性変形させる必要が無いので、クランプ
２からの締結力がパイプに伝達可能な範囲で、口元部材３をやや硬質の樹脂から形成する
ことも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施例に係るクランプ保持構造の部品構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施例に係るクランプ保持構造の斜視図である。
【図３】本発明の一実施例に係るクランプ保持構造に用いたクランプの要部拡大斜視図で
ある。
【図４】本発明の一実施例に係るクランプ保持構造に用いた口元部材を成形する金型の断
面図である。
【図５】本発明の一実施例に係るクランプ保持構造の断面図である。
【図６】本発明の一実施例に係るクランプ保持構造の要部拡大断面図である。
【図７】本発明の第２の実施例に係るクランプ保持構造の断面図である。
【図８】本発明の第３の実施例に係るクランプ保持構造において、クランプと口元部材と
の位置関係を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１：ホース　　　　　２：クランプ　　　３：口元部材
　2d：舌部（係合部）　30：筒部　　　　　31：フランジ部
　32：突起部
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